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令和元年第１1 回筑西市教育委員会定例会会議録 

 

招集日時 

場  所 

出 席 者 

欠席委員 

傍 聴 者 

委員以外の出席者 

 

 

 

 

議 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 11月 21日（木） 午後 4時 00分 （開会：午後 4時 05分 ～ 閉会：午後 5時 15分） 

筑西市丙 360番地 本庁舎 3階 筑西市教育委員会 302会議室 

教育長：赤荻利夫、教育長職務代理者：吉澤貴美子、教育委員：塚本真実、教育委員：斉藤裕光、教育委員：草間 武 

なし 

なし 

部長：小野塚直樹、次長：古幡成志、次長：大森達也、学務課長：飯山正幸、生涯学習課長：市塚文夫、文化課長：小林均、生涯

学習センター長：大塚一史、スポーツ振興課長：増田茂、学務課学校総務グループ係長：大木かつこ 、学務課学校総務グループ

主事：小林奈央  

 

 

報告第１９号 処分事件報告について（財産の取得契約の一部変更について） 

報告第２０号 処分事件報告について（令和元年度筑西市一般会計補正予算第７号について） 

報告第２１号 教育委員会事務の点検及び評価結果について 

報告第２２号 筑西市立図書館の管理運営に関する変更協定書の締結について 

報告第２３号 板谷波山記念館の管理運営に関する変更協定書の締結について 

報告第２４号 筑西市体育施設の管理運営に関する変更協定書の締結について 

議案第２４号 筑西市青少年センター運営協議会委員の委嘱について 

議案第２５号 市指定文化財天然記念物八幡台大榎の指定解除について 

議案第２６号 筑西市立体育館条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の市議会提出について 
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議事の大要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤 荻 教 育 長 ：  みなさん、こんにちは。 

本日をもちまして、４つの指定校の研究発表会が終了いたしました。教育委員会と教育研究会が共催し、 

指導主事の指導によって、指定を受けているそれぞれの教科・領域等について、お互いに学びを深め、 

良い成果を上げていると思います。改めまして、感謝申し上げます。ありがとうございました。 

それではただ今より、令和元年第１１回 筑西市教育委員会 定例会を開会いたします。 

２．議事に入ります。報告第１９号 処分事件報告について（財産の取得契約の一部変更について）、 

報告第２０号 処分事件報告について（令和元年度筑西市一般会計補正予算第７号について）、 

報告第２１号 教育委員会事務の点検及び評価結果について、ご説明お願いします。 

学 務 課 長 ： 【資料により説明】 

赤 荻 教 育 長 ： ただいま、報告第１９号、報告第２０号、報告第２１号について、ご説明いただきましたが、ご質問等ござい 

ましたらお願いいたします。報告第１９号、報告第２０号につきましては、消費税増税と台風被害の影響によ 

る増額となっております。また、事務評価ですが、毎年５つの事務事業を偏らないように評価していただいて 

おり、今年はこの５つの事業が評価対象でした。よろしいでしょうか。 

続きまして、報告第２２号 筑西市立図書館の管理運営に関する変更協定書の締結について、ご説明お願いし 

ます。 

生涯学習課長： 【資料により説明】  

赤 荻 教 育 長 ： ただいま、報告第２２号について、ご説明いただきましたが、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

報告第２２号についても、消費税の増税により金額が変更されております。よろしいでしょうか。 

続きまして、報告第２３号 板谷波山記念館の管理運営に関する変更協定書の締結について、ご説明お願い 

します。 

文 化 課 長 ： 【資料により説明】 

赤 荻 教 育 長 ： ただいま、報告第２３号について、ご説明いただきましたが、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。続きまして、報告第２４号 筑西市体育施設の管理運営に関する変更協定書の締結に 

ついて、ご説明お願いします。 

スポーツ振興課長： 【資料により説明】 

赤 荻 教 育 長 ：  ただいま、報告第２４号について、ご説明いただきましたが、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。続きまして、議案第２４号 筑西市青少年センター運営協議会委員の委嘱について、 

ご説明お願いします。 
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生涯学習課長： 【資料により説明】 

赤 荻 教 育 長 ：  ただいま、議案第２４号について、ご説明いただきましたが、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。それでは、議案第２４号について、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

各  委  員  ：   【挙手全員】 

赤 荻 教 育 長 ： 挙手全員であります。よって、議案第２４号について、原案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第２５号 市指定文化財天然記念物八幡台大榎の指定解除について、ご説明お願いします。 

文 化 課 長 ： 【資料により説明】 

赤 荻 教 育 長 ：  ただいま、議案第２５号について、ご説明いただきましたが、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

         台風被害によるやむを得ない状況かと思います。市指定文化財の指定解除は、文化財保護審議会の審議により 

正式な解除となりますが、先に定例会にて審議を行いたいと思います。 

塚 本 委 員 ： 切り株のような根は残っているのですか。 

文 化 課 長 ： はい、残しています。今後成長する可能性はあると思われますが、市指定の文化財の大きさに満たないと思わ 

れます。 

塚 本 委 員 ： 伐根の予定はあるのですか。 

文 化 課 長 ： 伐根までは考えておりません。 

赤 荻 教 育 長 ： 八幡台大榎の所有はどのようになっているのですか。 

文 化 課 長 ： 市所有となっております。 

塚 本 委 員 ： 危険のないよう撤去作業を進めていただきたいです。 

赤 荻 教 育 長 ： よろしいでしょうか。それでは、議案第２５号について、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

各  委  員  ：  【挙手全員】 

赤 荻 教 育 長 ：  挙手全員であります。よって、議案第２５号について、原案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第２６号 筑西市立体育館条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の市議会提出 

について、ご説明お願いします。 

スポーツ振興課長： 【資料により説明】 

赤 荻 教 育 長 ：  ただいま、議案第２６号について、ご説明いただきましたが、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

小 野 塚 部 長 ： 合併前から協和の杜体育館のトレーニングマシーンにつきましては、マシーンの古さの関係上、無料開放して 

         おりました。しかし現在は、ミズノグループが筑西市体育施設の指定管理者となり、このたび、下館総合体育 

館と同様のマシーンに入れ替えを行いました。現在下館総合体育館では、トレーニングマシーンの利用料金を 
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３００円と設定しております。そのため、今回の条例改正では、協和の杜体育館のマシーン入れ替えに伴い、 

トレーニングマシーンの利用料金を市内で統一した額にするというものになっております。 

赤 荻 教 育 長 ： 実際に入れ替え前のマシーンを見に行きましたが、古びており、利用料金を頂くことはできないと思いました。 

新しいマシーンの導入により、利用料金を統一できる見通しがつきました。 

草 間 委 員 ： マシーン利用による収入についてはどうなるのですか。 

小 野 塚 部 長 ： 指定管理者であるミズノグループの収入となります。 

赤 荻 教 育 長 ： よろしいでしょうか。それでは、議案第２６号について、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

各  委  員  ：  【挙手全員】 

赤 荻 教 育 長 ： 挙手全員であります。よって、議案第２６号について、原案どおり可決いたします。 

         続きまして、３．協議に入ります。次回 教育委員会定例会についてご説明お願いいたします。 

学 務 課 長 ：  次回教育委員会定例会は、１２月１９日(木)午後４時００分から開催いたします。 

赤 荻 教 育 長 ：  ありがとうございました。続きまして、４．その他に入ります。 

(１) 明野義務教育学校準備委員会・部会の協議状況について、(２)北中学区保護者協議会の協議状況につい 

て、ご説明お願いします。 

学 務 課 長 ： 【資料により説明】 

赤 荻 教 育 長 ： 北中学校では、子どもたちの人数が２クラス編成する人数に満たない状況であります。しかし、統合を急激に 

進めることには、動揺もあると思います。そのため、お互いに関係している学校で集まり、部活動を一緒に行 

うなど、ある程度行事等を統一させながら、子供たちの負担のないように進めて行きましょう。 

塚 本 委 員 ： 北中学校の統合に対する反対意見などはないのですか。 

学 務 課 長 ： 現在のところ反対意見はありません。 

塚 本 委 員 ： 統合に伴う移行がスムーズに行われればと思います。 

斉 藤 委 員 ： 議会の承認はいつになるのでしょうか。 

小 野 塚 部 長 ： 北中学校の統合に関しましては、保護者間での話し合いののち、地域の人々を交えた地区協議会、議会での話 

し合いを行っていきます。河間小、中小、五所小地区に関しましては、状況につきまして説明済みであります。 

赤 荻 教 育 長 ： ありがとうございました。続きまして、(３)関城地区における今後の公共施設の在り方協議会の設置について、 

ご説明お願いします。 

生涯学習センター長： 【資料により説明】 

赤 荻 教 育 長 ： ありがとうございました。耐震診断結果に伴い、河内公民館・黒子公民館、及び関城体育館センターの３施設 
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を封鎖せざるをえませんでした。施設の封鎖を受け、急激に住民サービスが低下したため、今回協議会を設置

しました。同程度の人口規模がある、協和・明野地区の施設を参考に、関城地区には比較的新しい施設が残っ

ておりますので、皆さんで話し合いを進めていきましょう。 

続きまして、（４）令和元年度１１月学校運営研修会について、説明いたします。 

 【資料により説明】 

  その他ございましたらお願いします。 

以上をもちまして、令和元年第１１回筑西市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 


